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【NM-COVID19-1】 

令和２年７月２０日 

トルコご担当者各位 
 

トルコ国内の現状に関しまして 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

各方面からの情報もあり重複する部分もあるかと存じますが、トルコの近況につきまして弊社で入

手しております情報をお知らせいたします。 

 

【航空機運航状況について】 

・ ６/０１より、国内各路線は減便にて運航再開しております。 

・ ６/１０より、国際線は欧州便が先んじて運航を再開しております。  

・ ７/０４より、TK の羽田⇔イスタンブール線が週２便(火・土)のスケジュールにて再開して

おります。 

 ※TKの６/２２付の公式アナウンスでは、成田線は２０２０年冬季まで、関空線は２０２１

年夏季まで運休が決まっております。 

 

【外国人の受け入れ状況について】 

・ ６/１７付で、外国人に対する受け入れ禁止措置は撤廃され、基本的にすべての国からの渡航

者の受け入れを可能としております。ただし、イラン国境から陸路での入国に対しての規制

は継続中です。 

・ それに伴い、トルコ入国後の１４日間の自宅(自己)隔離の義務ではなく推奨されるのみとな

っております。 
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【トルコ入国のプロセスについて】 

① 空港にて入国時、航空機内で配布される情報フォームの記入が必要となります。 

② 空港到着時にサーマルカメラとチェックポイントを通過します。 

③ 体温測定の結果３７.８度以上の熱が確認された場合、空港にて１時間以内に結果が出せる

PCR検査を受けることになります。 

④ 結果、陰性であればそのまま国内の移動が可能となりますが、陽性であれば専用の救急車に

て特定感染症病院に移送され治療を受けます。 

⑤ 空港内、公共交通機関など国内の公共の場では既にマスク着用が義務化されており、違反す

れば外国人でも罰金の対象となります。 

 

【トルコ国内での人の移動について】 

・ ６/０１より、都市間の移動制限は解除され、各都市間を自由に往来することが可能になりま

した。それに伴いトルコ居住者は国内線利用の際、HES コードと呼ばれる管理コードの取得

が義務化されました。このHESコードは感染者の行動経路を辿るための方策ですが、現状で

は外国人への適用は未定です。 

・ 通常生活における外出に対する制限も解除されていますが、６５歳以上及び１８歳未満の者

に対しては、未だに時間帯による外出規制とイベントの際の臨時の外出規制が適用されるこ

とがあります。 

 

【観光地、ホテル、レストランの営業について】 

・ ６/０１より観光地はOPENし、レストランは２４時まで営業可能となっておりますが現状再

開しているレストランは５割程度とのことです。 

・ ホテルについては、７割程度のホテルが営業再開しております。 

・ ホテル・レストラン・ショッピングセンターの入場の際には一人一人に体温測定を実施して

おり、３８度以上の熱が確認された場合の入場はできません。 
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【セーフ・ツーリズム認証プログラムについて】 

・ ５/１４にトルコ共和国文化観光省より、「ヘルシー・ツーリズム(健康旅行)」認証プログラ

ムが発表されました。感染予防対策実施のための評価基準を策定し、基準を満たす宿泊施設

及び飲食施設を認証する制度です。 

・ ６/２３に「ヘルシー・ツーリズム」が「セーフ・ツーリズム」と名称とともに評価基準が見

直され、新たに「宿泊施設」「飲食施設」「車両」の３つの項目ごとに分けた評価基準が作成

されております。 

・ 空港への送迎車はこの「セーフ・ツーリズム」認証を受けた車両であることが義務とされて

おります。 

 

 

※以下、新たに車両についての指針をご案内いたしますのでご確認ください。 

使用車両のルールとして、ソーシャルディスタンスを保つ座席配置が義務とされ、各車両の定員

は５０％までに制限する指針が発表されております。 

これは、７/２０現在の状況としてご確認頂けますと幸いです。 

 

 

今後も、新たな情報を入手し次第アップデートいたしますので、ご確認下さいます様よろしくお願

い申し上げます。 
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